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’
【生計維持関係の認定】

①「平成23年4月から加算を行う場合」

障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)において､配偶者又は

子が受給権者によって生計を維持されている事実を確認する。

②「平成23年5月以降に加算を行う場合」

配偶者や子を有するに至った事実が発生した日(以下｢事実発生日｣という｡）におい

て､配偶者又は子が受給権者によって生計を維持されている事実を確認する。

※事実発生日の具体例

婚姻日、出生日、養子縁組日、事実婚開始日、生計同一関係が復活した日、収

入がなくなった日､収入が減少した日

⑧一自身の障害年金の子の加算と､その者の配偶者に支給される同一の子を対象とした

児童扶養手当は､同時に受給することはできない｡平成26年12月1日以降は､児童

扶養手当を受給する父又は母が障害基礎年金の子の加算の支給を受けることができる

ときは､子の加算の支給を受けた上で子の加算額が当該児童にかかる児童扶養手当

額を下回る場合には､その差額分について児童扶養手当が支給される。

平成26年11月分以前については､自身の障害年金の子の加算額と児童扶養手当

額を十分に比較(※)した上で､どちらか一方を選択するよう受給権者に対して説明す

る｡加算の対象となる子ごとに､子の加算と児童扶養手当のどちらかを選択することがで

きる｡（母子世帯や父子世帯で､その母又は父が障害年金の子の加算と児童扶養手当

の両方を受給できる状態にある場合はどちらかを選択するのではなく､障害年金の子の

加算を受給することとなり､児童扶養手当は支給されない｡）

（※）児童扶養手当を受給することによって公共料金の割引等があるため､詳細は市

区町村へ問い合わせるよう案内する。

③＝離婚･離縁･生計維持関係の消滅等の事実が発生した場合､事実が発生した日の翌

月から配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われなくなるため､「加算額.加給年

金額対象者不該当届(様式第205号)｣を提出していただく必要がある。

②一障害年金受給権者に配偶者加給年金が加算されても､配偶者が老齢給付(被保険

者月数240月以上(いわゆる満了)の場合に限る)又は障害厚生.共済年金を受給して

いる場合は､当該配偶者加給年金は全額支給停止となる。

、＝障害年金が全額支給停止(例､他の年金を受給､障害等級3級不該当等)になる

と鑓配偶者加給年金及び子の加算も全馥支給停止となる。

③＝加算額の対象者として不該当の事実が発生した場合､その翌月から加算が行われな

くなるが､障害年金に限っては､その後新たに生計を維持する配偶者又は子を有するに

至ったときは､再度加算が行われる。

’
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【提出書類】

障害給付加算額.加給年金額加算開始事由該当届(様式第229－1号）

【結果】

配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われる場合､加算開始事由に該当した日の属

する月の翌月分から年金額が増額となる｡また､受給権者宛てに｢年金決定通知書･支給額

変更還知書｣が送付される。

配偶者加給年金の加算又は子の加算が行われない場合､受給権者宛てに｢加算額加

給年金額加算開始事由不該当通知書｣が送付される。

2.経過措置の振替加算

【対象者】

次の<表2>に掲げる全ての要件を満たす場合には､振替加算の対象者となる。

<表2＞振替加算の対象者(障害年金受給権者の配偶者かつ老齢基礎年金受給権者）

（※4）障害等級1級又は2級の者に限る。

ここで､障害基礎･厚生年金又は障害基礎･共済年金(以下｢障害厚生年金等jとい

う｡）に加えて老齢基礎年金､老齢厚生年金又は退職共済年金(以下｢老齢厚生年金

等｣という｡)の受給権を有し､障害厚生年金等を選択して受給している場合には､当該

老齢厚生年金等は支給停止となる｡〈図1>のような場合には､老齢厚生年金等の額の

計算の基礎となる期間が240月以上(いわゆる満了(中高齢特例等も含む))あることか

ら､法施行日の前日以前に､当該配偶者に対して老齢厚生年金等から振替加算が行

われる。

したがって､<表2>に掲げる全ての要件を満たす場合でも､障害年金受給権者が他

に受給権を有する老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者月数が240月以上､い

鰐轆薑薑鱸宣誓臓亨順給年金獅鱸者…僻§ I
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年金給付の穂頚

(年金コード）

O陳宵鵬礎･厚生年金

（1350） （※4）

O障鰐焔礎・災済年金

(1350.1370）

(※4）

臓褥年金受紛権肴の

姿fl：

O脚密年金の受給崩

碓生日の蝋ロ以後

から、鵬施行頂の

航と11以前の間に

蟠卯Iしている

搬祷加算の対象となる

配偶巷（事実鯖含む）

の蕊件

065歳以上85歳未満である

(火lIil5年4月2日～

Ⅱ”121年4月1日生まれ）

○65歳到遮側の前日までに

鮮姻している

○程齢鵬礎年金の受給獺を御している
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【加算開始月】

平成23年4月から配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われる。

【生計維持関係の認定】

障害年金加算改善法施行日の前日(平成23年3月31日)から障害年金加算改善法

施行日(平成23年4月1日)まで引き続き配偶者が受給権者によって生計を維持され

ている事実を確認する。

【障害の程度の認定】

障害の程度の認定は､障害年金センターにおいて､国年令別表に規定されている｢障害

の程度｣に加え､「障害等級認定基準｣に定めるところにより行われる。

【提出書類】

①国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号）

②合算対象期間のみで25年以上を有し､経過措置の振替加算の要件に該当する

者は､年金請求書(国民年金･厚生年金保険老齢給付様式101号）

【結果】

経過措置の振替加算が行われる場合､平成23年4月分から年金額が増額となる｡また、

受給権者宛てに｢年金決定通知書･支給額変更通知書｣が送付される。

振替加算が行われない場合､老齢基礎年金受給権者宛てに｢国民年金老齢基礎年金

加算開始事由の不該当通知書｣が送付される。
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｢5V渡雪害｢雨~奉三菫DV被害者
DV被害者

I

■

は事務センター（送付の場合は事務センターでも可）

又は旧法国民年金障害年金の場合は住所地を管轄する市

年金事務所又

障害基礎年金

区町村

平成23年4月1日以降､障害年金の受給権発生後に生計を維持する配偶

者又は子を有するに至ったとき

1

■
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に対する

対応

に対する対応については､統一マニュアル共通編｢配偶者,親族による暴力(､V）

被害者の秘密保持にかかる取扱い｣による対応が必要となること。

’

提出

提出者

提出先

提出方法

提出期限

添付書類 必要

請求者（本人又は代理人）

冒口持参／送付
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第痘章

障害袷伯掻算■・幽飴年金■題測｜

【概嵩豊言騒二1号】

賭車鰯醸劉■

1 ．受付
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第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
1 受付

1－1 受付処理

障害年金センターに送付された届書･進達票については､委託業者が以下の手

順のとおり受付処理を行い､障害年金センター担当者(担当G)へ引き継ぐ。

(1)受付件数の確認

’

(2)受付印の押印

口受付印(赤色)を押印する。

年金事務所･事務センターから送付された届書･進達票については､記載され

た内容に相違がないか確認の上､受付印を押印し､届書ごとに仕分ける。

(3)年金給付受付システムへの登録

I
□【年金給付】受付進捗管理システム(以下｢年金給付受付システム｣とい

う｡）に｢進達受付｣の登録を行う。

障害年金センター直送分については､年金給付受付システムに｢受付｣を登

録する。

(4)ハードコピーの取得

｜

’
｜
’

□窓口装置(WM)を使用し､内容審査に必要なハードコピーを取得する。

取得したハードコピーは､左上部をホチキスで綴じる。

既に届書にハードコピーが添付されている場合を除く。

(5)添付書類の整理

l

l

｜

’

口届書に書類(診断書､戸籍､住民票等)が添付されている場合は､次の

順序に並び替え､その後､ハードコピーを併せて届書に挟み込む。

書類の並び替え順序は次のとおりとする。

①障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届諸変更届

②診断書及び心電図のｺビｰ(添付されている場合）

③添付書類(戸籍､住民票､所得証明書等）

④請求者のハードコピー

⑤配偶者のハードコピー

⑥進達書類

(6)障害年金センター担当者への引継ぎ

’’
口受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。

’

障害年金審査業務マニュアル
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口進達票により受付件数の確認を行う。
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第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
1 受付

q

1－2引継ぎ書類の確認

’’
1

ロ受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。

ロ受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。
【参照】

電子媒体(CD，DVD

等)の取扱いについては、

【給付指2017=129】

※及び【給付指

201~7=170]※参照

＜注意＞

障害年金請求等に関する電子媒体(CD･DVD等)が提出された場合には､受

付した年金事務所事務センターで検疫PCを用いて検疫作業を行い､検疫済み

のデータが､■■■■に格納される。

障害年金センター担当者(管理G)は､格納されたデータを担当Gに回付するこ

と。

■

障害年金審査業務マニュアル
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障害給雌加算額｡'加鎧年金岨加算開始事由該当届

【樺鐡22口－1号】

2審査
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第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
2審査

I

2－1 届書の審査

(1)加算額対象者の氏名

ロ届書⑬欄｢子供の氏名｣に記載されている加算対象者が原簿に登録され

ていないかを確認すること。

口届書⑬欄｢子供の氏名｣に記載されている氏名が診断書の氏名と合致し

ているかを確認すること。

既に原簿に登録されている加算対象者である子が18歳到達日以後の最初

の3月31日までの間に障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至っ

た場合は､「障害基礎年金･老齢厚生年金･退職共済年金加算額･加給年金

額対象者の障害該当届(様式2.'4号)｣を提出することとなる。

2－2診断書の審査

(1)ﾚﾝﾄｹﾝフィルムの確認

’’ 【補足】
特別児童扶養手当の診断
雷の写しでも受付可能｡た

だし、認定不能の場合は、

年金用の診断書が必要と
なる。

【給付指2012=185]
「特別児童扶養手当の診
断書添付による障害認定
（指示・依頼)」参照

(2)診断書の審査

口診断書の様式が所定のものであること。

口共通資料2｢診断書様式ごとの留意事項｣にある基本的な項目に記入漏

れが無いかを確認すること。

口届書⑰欄｢該当理由｣が｢03.子の障害該当｣である場合は､診断書の現

症日が､届書⑯欄｢該当日｣に記載された年月日と同日となっているかを

確認すること。
【参照】

診断書の基本的な留意事
項は、共通資料2「診断
書様式ごとの留意事項」
を参照

①届書⑰欄｢該当理由｣が｢03.子の障害該当｣である場合で､障害の状態が切

断日等で明らかに障害等級1級又は2級の障害の状態に該当することが確認

できる場合は､該当日は切断日等となる場合がある。

②届書⑰欄｢該当理由｣が｢02.受給権発生後の子出･養縁組(再）受給権発

生後の子出･養縁組(再養子縁組)｣や｢04.生計維持関係の復活｣等である場

合については､届書⑯楠｢該当臼｣には､「加算該当日(養子縁組日等)｣が記

載される｡この場合は､診断書に｢加算該当日(養子縁組日等)｣の障害の状態

が記載されているかを確認すること。

【参照】

疑義照会【2011-198]
「加算額の対鍾者である
子の、障害状態1，2級
の状態にあることの確認
に係る診断書の取り扱い
について］

2－3障害年金塞杏支援ツールへの登録

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ

ては、【給付指
2016-67】別添1参照

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分､診断書種別等)の入力を行

うこと。

障害年金審査業務マニュアル
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ロ呼吸器疾患については､レントゲンフイルムが添付してあること。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第s章
障害軸紬加奪■｡‘迩唯曇堂浬捌興囲雌窮屈該当届

晦武垂金m-I母】

S.認定

ヨ

311
障害年金審査業務マニュアル



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
3認定

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

’
ロ障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

惨照】，

障害年令審査安援ツール
の操作マニュアルについ
ては､【給付指2016-67】
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成

’’ ロ障害状態認定調書(以下､「認定調勘という｡）を作成すること。ロ障害状態認定調書(以下､「認定調勘という｡）を作成すること。
鯵照】
識申障害については、〔給
付指2016-67】「別添5

精神の陣害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要詞P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めすること。

②認定調書に受付番号を記載し､認定調書､診断書､前回診断書(決定時診

断書等)の写､額改定請求書､加給年金額関係書類等その他の添付書類の

順にホチキスでとめる。

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し確認事項がある場合は､認定調書の事務連絡欄に記載するこ

とc

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書等を作成する

こと｡なお､例外的に同じ認定調書等を複数回の認定に使用する場合は､認定

結果が区別できるよう記入すること。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入すること。

【参照】
認定依頼にかかる事務取
扱については、 【給付指
2016=67]別添4を参照

(2)総括表の作成
｜

’’
□ 「総括表｣を作成すること。

ロ総括表に審査依頼件数を記入すること。

□ 「総括表｣を作成すること。

ロ総括表に審査依頼件数を記入すること。

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)一枝番」

とする。

(3)年金給付受付システムへの登録

一一一＝=｣
卜
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
3認定

【総括表］

総括表 別紙1

N□

｜ 鐙幽壷－1

以下の届書幕について､別濯のとおり審云Lたごとを葱鯉する言

平成年 月 日

審麦素覇手仔
独．

我麟餌袋)詞
手垂勃ク躍毒9

審盃遡唖件敏
fPさ頁■全、

小諦届書零 宝＝了件数審壬俄顔井蜜

(蛎雰）
箭幾霊室

0 0

再塞定
0 0

その他
0 0

）（

その他
１
」 0

（ ）

その他
0 0

（ ）

0 0含胱 00 0

ﾁｪｯｸ掴にJを配入するこ＆※1璽定酌審毒臺'二挿印のある蝋合は.浸翻(専決)者は､箆定飼書等に麗這印が押印されているか誼望し
※2羨霊《専決〕者はご各潤の件敦が正しいか砿配し､ﾁｪｯｸ調にゾを配入すること、
※3浅詮は浬定日単位Fご行う筐と' ,

【総括表(記入例)】

｛ ’ 別紙1(記入鯛）

’～

’’
麗定鯛書等に魔定内容が正しく肥駐されていることを率した
上で塑室医印を押印してください．

鍾箪1
良■《耳決3宥

竺昌童1
哩定印

審欝了 膜象l扉皇》帝

健括褒に鯉室藍の押印がなく、
哩定鋼香等毎に押印のある珊合

烏寵畿鯛§濃認
が敦麗し、チェック観にゾを記
入してください． ．

｜ 小叶 ’小齢志郵壗’四日件敬 チーク堆豊]
審壷埋程爆敷
唾…侵食離一

届書等 審査完了件数

(侭考）

」
可

新規栽定
戸
ａ40

一、’
２

再鱈定

I !
～

犀羅謝＊
らなかつた
さ‘い凶

ﾄ霊雫司
り回審査経幌となっているものも含む.）
壷が完了した件数を記入してください｡

l l l l

l o1 l ‘｜聾’

百一

雷霧蕊蕊麓
してください｡

で保宙と
数を配入

3631 3

その他
0

）（

その他
0

（ ）
ｰ

’
審壷が完了した件致を記入してください。
伽回塞妾鯉醗となっているものも含む.）．瞳

その他

撒
恥
撤
記

は
か
を

識
い
グ

ー
し
に
◇

礁
頚
縄
澤

決
の
チ
て

】（

1

‘/1合溺 642

浬宝畑書等毎に押印のある鳩合は蕊決汲(専決)者は､面罵澗書等に里定印が押印されているか砿泌し､ﾁｪｯｸ棚にゾを記入すること｡※I

※2漢裁く専決)看ば､各棚の件数が正しいか礒蝿し､チェック棚に′を肥入すること”
※3諜盤I士理室日毎で行うこと画

Ⅱ
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鹿定印
俣麓鱒曇)番
チーケ裡蹴1

赤枠
膏梓

NC 20150901-01-1

付番となる｢麗定年月日報道府県
コード絞番』を妃躯してください｡

翻壷な

決栽は塑定臼毎に行ってください。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
3認定

【障害状態認定調書(障害状態確認届等用)】

299卦￥ 宙仰唖＆ ア今掲叩 〃”I師順

障害状態認定澗藤（陣群状態確鰹刷祁卿
￥駐

ル#、

可な

M11

飛趾薯
■ ，” ロ CQ

碓 萌

匝垂,写0ロ鯨郵唾■

雌 ト即

髄やH1量9
8lb･ 9感

｜ ・＆ I ヘ

I巫遼唾鰹入■1

陣群ゾｶ砕暉を虞ザ】と〃』呼出正する

薩亜画 旬 、I 11【MqL慢麓氏裁】

《甲恥竃峨I部曜晩・Fl O曰

飼金、心鍵甫峨時ぎぎいとL禽翰．篁離入舎鞭Wl
L・残L＆十

鳴守＊

’
jl独'11勝路壁隅

ロq△■睡句 麓 岫邑予 叩『d雨･仏処･#釦10

ｊ

§
１
１
１

１
１
１
９

斗
ｑ

■
職
睦

岬
恥

・
心
宛
串
吋
畢

１
４
－

芯 恋 l

虻 〃 伽

0

k

口
、
Ⅷ

馨駄哩腱醜

《

軽シドQ ＃夢■輔
叩毎口 ・守
出紙轟噂

凧＝ 1‘F守轍・▼強旬縄殉唱預唾に

”心

埴
叱
晦
申

制
ト
ー

５■
ニ
リ

ウ
助

碗
・
庫
Ｑ
竃
鱒
腐
’

四℃
予
睡
潅

吻
⑪
唾

賑
”
”

凡
１19葛塞逼1日I甚職・訳む。さ

亜醒勘働身

’一秒4J一・F一・→』う鶴9侍邑

品風融謝醜坤竜 座＆晩奄

Lら 旬呂纏Ⅱ 吟蝋卿・鯉時牌砥

ｨO倖9座＆供も8.医4尾敏侭 。L‘

野“純凪鬼飢巽・塾凡6』.■‘、

ｆ

⑪

曲

卜
遥飼 l えに難L

氏庫塔唇捨罫 4坦則 0a碑・初我fj争舶

乳に酌港確悔 6
兆典・5町。q午

9超w唖呼出劃挺顛1蝿，P･唖妃竃厩楊
抑・訓・町 翰b 尼坤淘の伸庵醤止",勝⑨再心D到晶 碩軟圃

一哉饗

』§鵬迂 棚 蹄純1

璽嗣 l X1E難【‐

4＆m 0a碑・#1便山争蛸R 唇嬬罰

挑典・5町。q乍

抑・訓・’1‐

0t蝿垂

9.垂の錫噸幽凱誤胴i垂，P･虹必竃郵桧
撒と て廊淘の伸庵醤止み桧⑨画心ｳ､晶

佃 蹄鈍司

l

刺.に訪鰐雁応 6

隈介・絶介・ 雀引

癖錘迅隅 盛 り鯵部

0．守唖哩屍 今 町 p､
11

9 丑 8 輿
● 命 も 心

1 選 』 6 3 も ； 計 9 0， 18 12 ＄＃ Ⅲ眼 IM 15 l＃ l’ 願 馴蕊。割型鋤軍塑
｜
》
｜
》

ドー郵蜘

ー呼靴羽 ユ＆知幽 4睡〃・邑軽・【､礎・衷晶 壁 ＃煙UB ；･碩侮 n.宵直筆 巾･ヶずP即師師万

二噸竃曇竃 乱挑観套唯 8.k心狩。

【障害状態認定調書(障害状態確認届等用)作成･記入の留意事項】

〆 、
雰衿且霊宝壁が擢唾
冑誇･ウールで⑤麺的

に犀字

働僻事函虚魁轟又1土浬定

慶のいずれか部紀n

L ノ1

障害状態望定調害(障害状態確翠届等用)作成｡記入の留意事項

二％
■序甚

、 r・‘・F1
■ きり

●

｜

《理震印〉
睡竃圏客勿に鯉走印
暑押印する壌合は童
ららに拝印してくだ
さい。

1聯…
|’

｜
I

１号Ｅｆｆｌ

ｌ４１●ｐ１
１ 〈龍展悪卿

雌量において盤会蝉の必
饗創ある堀古．この劇透

駕*愚鮮懲溌、

〆

Ｉ

■
Ⅱ
色

'『

〈狸露座記入額）
座定匪に蕊定鰯采

を鍵入していただ
いて<鰹さい。難
担蟄老が理由薯陛

■
■
■
ロ
ー
■
■
亜
』
■
■
■
■
■
■
・
』
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
隷
叩
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
叩

一
’
一

盤雛腎錬繍；
例一覧』の中で･等学科竃理
由となる率覗の番畳を？～まつ
《5つまで塑載可聡)錘入して
いた潅いて<鎧さいか（ガイド
ライン率覇融瞳嚢領P泌勢髄）
燕がｲドﾗｲﾝの対象と猛る義
念のみ屡転しでくだきいり

掴'･'億'和，
1

←

－－－■ ●■ ■軍■ D詔

q

今

一鼻

証入する崩合峰
「【率請理懸】瞳
当壱一認定医』寵
を使蝋してく鰹さ
い‐

●｡

｡●

ロ●a

’
Q

O△伊 一

《庶腿疋壱掘箇》

吐皿定宿櫓匿の遍耐・郡遇用

を判断する方について、堕龍
医に肥入していただいてくだ
さい．『"ｲドﾗｲﾝ率覇処理要
頗P13.14.鯛参､W
蕊ガイドラインの対象と鮎る珊合

のみ鰹蛙して〈鱈さい｡

B<彊寓コード･謬断護
墓一ド》
煽窮ｺｰド及び験断
宙コード醤記叙して<
耀さい角

Ⅱ
日
日
日
日
■
夙■ぬ

▼
全 |' ’

１画
割
■

画盈△■刷
ら●

少回 「

ｒ
、

Ｏ

●らゆ■

◆
盛

り■マ

●■ｐ■

“

一

４
■

６
・

ひ

凸

の△令●●
虚■凸

●
昼

l■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額"加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
3認定

3－3認定依頼

(1)認定依頼

’

’
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

【参照】

精神障害については､【給
付指2016F67】｢別添5

精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領JP8～10，11，15
～18参照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入欄】に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定打ｲドﾗｲﾝ｣(以下､「ヵｲドﾗｲﾝ｣という｡）の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定万ｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

【参照】

認定依頼にかかる事務取
扱については､飴付指2

016-67】別添4を参
照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄】に認定結果を記入する。

万ｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡｣等の文言を記入すること｡

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】

3認定

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障

害認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’’
口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う。

口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う。

<別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より、当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事案。

・ 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

』
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’
‐

■随‘臆宮蝕
第喧牽

付釦算■・飯納金■掴再開蛸事閉鯨当届

【様式昌畠9-1号】 ■■■■■

4．返戻 伽

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】

4返戻

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない届書

については､原則として受付拠点(年金事務所等)を経由して請求者へ返戻する｡ま

た､障害年金センター直送分については､原則として障害年金センターから請求者

に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。 【補足】

届書を返戻せず､本人照会

を行い､処理を保留する混
合は､専用のBOX(赤色）

で保管し､年金給付受付シ
ステムの処理状態等｢本人
照会日』を登蕊する。

本人照会が終了した場合
は､処理状態等｢本人照会
済日」を登録する。

(1)年金事務所"街角オフィスの窓口受付分

(1)－1年金事務所･街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

①返戻文書の作成

’’
口年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､囚艶返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢内部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

惨照】

【障害審査支援システム
操作マニュアル】P75~
87｢5障害蓋査業務(5.10
～5.13)」

②返戻文書の送付

’｜
’

口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付をした年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

ロ
■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

(1)－2年金事務所｡街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順で行う。

①年金事務所･街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

口年金事務所･街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文書により行い、

年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入

力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
口年金事務所･街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOX

に保管し､照会の内容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口 障害年金センターの担当者は､提出期限までに年金事務所､街角オフィ

ス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日

以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（1）－1を参照の

上､該当する年金事務所又は街角オフィスへ届書を返戻する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額“加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

Ⅱ

堕

(2)年金事務所｡街角オフィスの郵送受付分

(2)－1請求者への返戻処理

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分については､障害年金センターで点

検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

惨照】

郵送分の返戻については、

【品管情2014-61※】
参照

①返戻文書の作成

｜

’|･篤薑農篤磯嘉篁鰯駕鴛州賑
口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､公宣l返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

②返戻文書の送付

’
口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､請求者へ返戻する喧

口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､請求者へ返戻するc

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得しへ黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

口担当者は､日々､受付進捗管理システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

口担当者は､日々､受付進捗管理システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

●再勧奨の提出期限

再勧奨の提出期限は､再提出期限(1回目)から15日経過した日を設定

する。

●再提出がない場合

再提出期限(1回目)から15日経過しても提出がないものは､速やかに再

提出の有無を確認する｡再提出がない場合､システム登録者は｢外部返戻

済｣として､システム上の処理を完結する。

■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

(2)－2請求者への照会

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分について､審査において､職員による

補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して照会を行うときは､障害

年金センターから以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法｡書類の保管

’’
口請求者への照会は､口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程度、

その他のものは原則1月程度)に設定する。

’’
口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

□ 障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､(2)－1を参照の上､請

求者へ届書を返戻する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻
一

(3)請求者からの直接郵送分

惨照】

郵送分の返戻について

は､【品管情2014-61
※】参照

(3)－1請求者への返戻処理

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された届書については､障害年

金センターで点検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

①返戻文書の作成

上記｢(2)－1｣の①を参照する。

②返戻文書の送付

上記｢(2)－1｣の②を参照する。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

上記｢(2)－1｣の③を参照する。

(3)－2請求者への照会

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された届書について､審査にお

いて､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して照会を

行うときは､以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

上記｢(2)－2｣の①を参照する。

②提出勧奨

上記｢(2)－2｣の②を参照する。

ー
■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

(4)医師照会

医師照会とは､障害年金センターから直接医療機関へ照会するものをいう。

照会の際には､その根拠を示すため､精神の障害については､必要に応じて｢障

害年金の診断書(精神の障害用)記載要領～記載にあたって留意していただきたい

ポイント～｣に言及することにより､適切かつ充足した内容となるよう促すこと。

事務担当者は､照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を取り

ながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

陰照］

【障害審査支援システム
操作マニュアル]P63~
74｢5障害書査業務(5.6
~5.9)」

①医療機関への照会の方法･書類の保管

’’
ロ医療機関への照会は､文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢医療機関等照

会｣を登録する。

●回答期限

回答期限は回答に必要な相当の期間(1月程度)に設定する。

’
口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗

を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢医療機関等回答｣を登録する。

②提出勧奨

’’
口障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

【参考】 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

(1)精神の障害にかかる本人等への照会について

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に関する状況

の詳細(病状等を含む｡）情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

【参卿

【給付指2016F67】「別
添5籍神の障害に係る
等級判定ガイドライン事
務処理要領」Pg参照

①照会文書で照会する内容は､請求者等本人や家族の負担に配慮し､既に提

出されている各書類の記載内容から確認することが困難な事項に限ることとす

る。

②事務担当者は照会する事項及び内容について金適宜障害認定医と連携を

取りながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残すこ

と。

③「日常生活及び就労に関する状況'二ついて(照会)｣を送付する場合は､次の

点に留意すること。

ア「障害年金にかかる日常生活状況等の照会について｣をあわせて送付する

こと。

イ既に提出されている各書類の記載内容から確認できている項目や､確認不

要となる項目は､あらかじめ斜線で抹消すること。

なお､斜線は職員が抹消したものか､本人等が抹消したものか区別するた

め､PC(エクセル)上で抹消対象の欄(セル)を｢セルの書式設定｣→｢罫線」

の設定により斜線を設定したうえで印刷したものにより照会すること。

ウ既定の項目に含まれない請求者(受給者)の個別の内容について照会をす

る必要がある場合には､照会様式の｢4‘その他の事項にかかる下記設問に

詳しく記入してください｡」欄を使用して照会することb

なお､機構における事務統一の観点から、日常生活及び就労に関する状況

について本人等へ照会する場合は､内容の如何にかかわらず､この照会様

式を使用することとし､任意様式の書面を使用しないこと。

工照会文書の提出期限については､次表の目安を参考にして請求者等に過

度な負担とならないよう照会の内容に応じて十分な期間を設けて照会を行う

こと。

提出期限の目安照会事項

本人等のみが記載する申立書の追記等を依頼

する場合

｢日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼

本人等を経由して医師照会を行う場合

2週間程度

2週間程度

1月程度
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

■

(2)提出期限後の督促

口期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

(参考）等級判定を行うにあたり､次表に例示するケースは､請求者(受給者)又は

診断書作成医へ照会を行うことが望ましい場合である。

主なケース

,目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

｡「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

照会先及び照会事項

請求者(受給者)から、日常

生活及び就労に閏する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ､「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する。

･診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

1
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額"加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

』

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(1，2ページ）

乙臼病竺騒における陣曹の影唇や国盈我等閃園の方からの窪助'二つも唾具体麹に重入K認麓さい

魎差0壹婚師ら擾厩蚤うけてぃ毒がl ヘルクー碇塵《膜浸､ ］ 箸の卿 ）

日常生活及び戟労に関する択混について(照会）

この讐鰯は､幽害墾塑(厚生1年全の審査i麹たって釧軍君(受麹)ご本人の日索生活ｵ良遭や
低劣に盤する状罷香解し《嗣鰹させていただく必要があると座ぬられた襲合に.お送りl兵い封・
狸趣1塁いただいた内割ま'･喜麦の資料となり毒｡》

f･･2票苛垂菫室＝諸孟軍冒芝･….……….…….｡….……･ー…｡一・・・~、．＜亜入寸名前にご霜麗<だ部､＞

弘君偉画琴ももだめに.嚢震③宝③眼鴎彊量時てい
るこ塾ｬあ龍睡掻鎗の汽春や園厘を具体鶴に瞳入し
て<鰭さい．

鰯語皇電の|謹獄入識できること…霜謹

窒事窒事

ざ本人窒化捻壹土人の日癒嘩秦O鵬章君
上<幅面している妾が蛇入i丈<罐さい｡

O今回ご函含#岩内宕怯.励革ご捜出いた郷､ている香愚から竃歴することが
困蝕電ぁ宮たものと毬り舜・日本年金繊襖が樋室した項旦砥卦の掴につい
ては.肥入してい獄ﾐ“要I錨りません。
◎径項箇の混入にあt＝ては.4ページの『艇入上の達璽を壷室函鹿<耀毎､。
Oこの寄嬢自哩塵されない過倉は,すでに捜出された箕料で春査警さ注てE,た
だ<増合全鳴りますa

入洛や
璃璽浬勢

令鐸唇理と
買い稀

’「 鯛求在4異鮒巷》良名 ’ 聖年月畠

’
軍
率

外鐘
年 月 日駁

Il 甲唯 零 恩頃の撰到電L』てご回答ください‘
建屋むつ色そい】【荷・鉦、
【思憂畦卿勢至任垂宅酋てい藏郵胃］

l入所・入瞳・在宅・そ毎億（ ） 墨吟上■垂1.今塞窪血二コいて睡薗寸毛もの垂Oで固…だ錘､｡＝

Iｽ所(入”ルでも癌増合晦次…よ“についてわかる■屡適堅基瞥唖麓さい｡

I⑩入薪【入厩1Lた両雨 I Mw'亭虞 宰 恥､ら

Iス所(入閣ルても拓埴合晦次…よ唖についてわ

I⑩入療【入厩沁た罰雨 I 剛1W’
樫きとの
言動雪一漣シ

⑳鰯鰕)潮か…毒窒諏の
害金墨撮及び
金發封陣

｜ あり ・ なし莚宅Jの瑞合に､同層人の有価{二ついて麟当する方にOを付けて〈鰹さい。－

閥圏窃『あり｣の堪含I齢妃副懸f必し』切堪合は④富里入唾維さいむ

製諦|鯉撫撫瀞'億駕琿1 人．‘崖“
I遜易生悪になった蹄耐 I 禰和・平成 年

蓉宅Jの増合に､同贋人の有伍について酸当する方にOを‘

閥圏窃『あり｣“酷I齢妃副瞳もf必Lj切堪念は④喜麗

｜鰡蝋鵠詩．|隠熱?1割働愚
あり

I遜易生悪になった蹄耐 I 禰和．

入.〈崖》《罷澗行・子I

その他［

禰和

周層君について酸乳丁ろもの
壷全てOで囲んで<鍵い、

劃卿偲
あり

踊琉や閲餓が
あ'ろもの公の
取$j鰻〃瞳M劇】 ・紫・紐

）

早成 年 月か的 釜舎壷の

醗辱概念
l舍田包盟.R&■
紬.、､.ご翼0
鋸.丈面毒Y

gWゼ 単身‘生活になった班H1及び曜撮生諾となってからの箇南
窪若切腹助ｲ唾

その憧の温肋$たとえjま育児.家頼の介渥薄潅至げてい儲ごと力窃れ瞳記入してくださいその憧の温肋$たとえjま育児.家頼の介渥薄潅至げてい儲ごと力窃れ瞳記入してください

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(3,4ページ）
I

一
I
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羊氏 年 ・月 盲

間家書(受給雪)＝［

睡入令璋《

屋入徴電露番号《

毒瓦幕名震睦言プロ、の方
rEA召屡著j;匪試釘墾

》 唇

】

】 鞠‘

間軍■J曼壁 ■I的■員I 、

医蜘屋G』と畠おき象
馳＝xQ侭《だ拳､｡

4

Ｌ
●

①

一

口

二

日常生活及び就労に関する状混について〈塵会)の記入上の垂

申垂H尊埋1こつL唾

『嘩入薦臥画峰鯲晨の日六空の窪匙状翌j栓や驚遡尻毛の至毒三塁IE封も唾.受浦ている■固の森おや永入鍾臼

索塞湯殴力豊具俳醐三星入して鮨さい惇

喧寝塵あ叫虚｡rそ毎筐l蜜ﾙ確遥念崖かっこ内隠員屋省の哩婿衰窪本人との露優警壁五l記くどさい･例I誕隠
鞠屑嵐肴部撞怠上曜堪伽蛙h人痙も里人とてく健且6．

恥働国なし卿『単馬主垂と噂って評壱の巳粛生竃の亜麹伏至』は.軍貝生霊畠始あて倉Oら露垈零で畠I#ても,る副麹

⑭内容や本人②a講堂誘起力砦貝侭鰍二E入心てく掌い､
皿廼止軍I雪卸縄ほ蚕②側容や梼層有等嵐匿の方がgの姻走＝いて

I也三眠麺画鐘鹸鱈1?郡､まｵかに.註動するものを◎で因んでくだきLq。なお･壇恥暑き姶轄蝋禽睡峰構を。
『そ幻通詞ﾊ裡竃倉準.詞佛種麹f唾醗しでL唱雰《造とえ軍ｹｰｽ写壷一写ど》を倉､つ率に墓入どて轤諜､・

嘘同派型の嘱畜#魅.本人｡B庫塞垂錠力を観宝癌ぢぇ秀.参さ坐り封ので.で虚ろ麹湘律凶に麓XL言鍵
課､.<各伍働【tm鋼辱.”=な担隼と養毬邑塔告のみ･認竃して謹恐･)
3.低鈎岬塞I“ｰもて

。仰動堪舞細基亭劃賑11＝いて』隼｡麩調巽掻事蚕播や小型鍵作郵窓どに悪屋畦&唱俎さ陰蛎祉亭茎婿』ぞ

陶
錘

■ そ、郵欠塾苛をきめた動雁斌皇脊)J1民.■漣1カ月の､渦伏曇やその猶②既矧二ぁ!言って､字遷ig室こてL埴こ

ど琵呈入畦〈濾さい．

1.,戯労(作案)･状鹿について繋俄労《作蔑)唾いる堪合I畠のみ肥入じてください。 ’

１
１

塾塵挫く裾祉車窓所》について

瞳労萎授冨ﾅ}鯏附君の釧

⑳いつから蝕瀞〈駁観乢てい摩すか｡

尋1画の助密{剛胆)時間

E1カ月の勤郵馴挫旧壷

跡1カ月の紬料

動通勤方建

遇勉爾璽諭閥

p迅助(査漏)蝿の儲藷人の有鍾

6蚊労内容睡場I魂31滝四分の星畳する仕事の内容寿>署璽入陸<鰹急い・

殿仕事潮号適の璽藁員とのコーニヶ→ヨン切狭埋匿ご配入ください｡

●

陪佳寧珊で受けている彊駒“浬畳ご鰹入ください雀《盛助の脚再食原町

圃斡耐塵錘鯉するためI吾､悲旗や専圃■等から罰ｵている■堰外種の支狼内容等合癌心ぱ．､膳入して
<窪い、

膿その他《欠勤等を念め錘藤伐現等》

一戯企霊・擢祉事孟所・署の他（ ・』

一避睡卿 ・肺読鼠伽・ 蜜雰・ .その池《 】

蚊劣鵬唆〈 A蛍 。 S製》 、at謝移lテ

剛棚・平氏 年 月から

平均 劫阿 鍬

平均 日

有《的 円1 ． 割

鷺寵、バス・恵・伐姿・その他《 ）

時間 分

あり《エ人錘且属： ） 。 なし



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

【

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について】

平成XX"XX月XXII

○○○○様

日本年金機構

○○○○○○○○

瞭審年金にかかあII常堆活状況等の照会について

、頃より年金制度の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございまず・・

あなた様より[餓求／届出]のありました○○○○○○を審壷したとこ

ろ、提IIl番類に記戦された内容に加えて、 圃常生活及び雌労の詳しい状

況に関する鯛査が必要となりました。つきましては、別添の様式「ロ常

生活及び就労に関する状況について（照会)」をご記入の上、 ド記の提1I1

期限までにご提出ください。

提出期限平鰹XX年XX月XXIJ

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、やむを得ない理由等により提出期限までの対応が閲雛な場合や

不明な点がある場合は、下記までお問合せください。

※提剛期限までに提出がない場合は、現在提出していただいている書類のみ

で審査を進めさせていただく鵬合がありますので、ご承知おきください。

【お問い合わせ先】

〒XXX-XXXX

OO市○○X-XX-XX

n本年金機織○○○○○○

○○○○グループ担当○○

龍話XX-XXXX-XXXX

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について(再依頼)】 q

平成年〃 H平成年〃 H

○○○○嫌○○○○嫌

日本年金･橇柵

○○○○○○O○

日本年金･橇柵

○○○○○○O○

障害年金にかかるH術生活状況等の照会について（碍依1l$()障害年金にかかるH術生活状況等の照会について（碍依11$(）

日頃より年金制度の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございます。

先に〔諦求／脳州〕がありました「○○O○○○」を瀞荘したところ、日

術喰活や就労の詳しい状況に関する賊認が必要となりましたので、過側， 『H

常権活及び就労に関する状況について（照会)」のご提出をお噸いする欝而を

お送りしているところですが、××〃××H現晦、提出の賊紹ができていな

いことから、再度ご巡籍させていただきました吃

日頃より年金制度の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございます。

先に〔諦求／脳州〕がありました「○○O○○○」を瀞荘したところ、日

術喰活や就労の詳しい状況に関する賊認が必要となりましたので、過側， 『H

常権活及び就労に関する状況について（照会)」のご提出をお噸いする欝而を

お送りしているところですが、××〃××H現晦、提出の賊紹ができていな

いことから、再度ご巡籍させていただきました吃

つきましてば、同封し童した『日常生活及び縦労に|樹する状況について（卿

会)」をご紀入”上、 F記の提拙期限までに挫出をお願いします倉

つきましてば、同封し童した『日常生活及び縦労に|樹する状況について（卿

会)」をご紀入”上、 F記の提拙期限までに挫出をお願いします倉

提出期限一聖遮××年××j1××H提出期限一聖遮××年××j･I××H

お手織をおかけし裏すが、ご協力のぱどよろしくお甑い致します‘

なお．ご不明な点がございましたら、下記主でお問い合わせください

お手織をおかけし裏すが、ご協力のぱどよろしくお甑い致します‘

なお．ご不明な点がございましたら、下記主でお問い合わせください

※"1片と行き巡いですでにご提鵬いただいている場合は、ご審赦願います。

※提州期限までに攝出がない珊合は、現在提出していただいている書頬の

みで審恋を進功させていただく婚合がありますので、ご承知おきく麓さい＆

※“1片と行き巡いですでにご提鵬いただいている場合は、ご審赦願います。

※提州期限までに攝出がない珊合は、現在提出していただいている書頬の

みで審恋を進功させていただく婚合がありますので、ご承知おきく麓さい＆

【お問い合わぜ先】

〒×xx－××××

○○市○○x－x×－××

日イ噂年金朧朧○○○○○○

○○○○グループ 拠当○○

噸話××－××××××××

【お問い合わぜ先】

〒×xx－××××

○○市○○x－x×－××

日イ噂年金朧朧○○○○○○

○○○○グループ 拠当○○

噸話××－××××××××

－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 匿震調

第6章障害給付加算額加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
4返戻

の

4－2返戻後の再受付

鯵照】

雷類の廃棄にかかる取扱
いについては、 【品管指2
015-64]を参照

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態等｢返戻

後の再受付｣を登録する。

口返戻された届書等を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。

■■■■■■

障害年金審杳業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

1

｢－－~－－
範S章

陣書紬淵畑鷺■・加給年金剛算開始事翻醸到,ヨ

I樵笠璽室餓－6号I

四

i
330
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
5認定後の事務処理

’

－

5－1 認定結果の確認

(1)認定件数の確認

(2)認定結果の確認

’
口認定結果が｢国民年金･厚生年金保険障害認定基準｣や既に処分済の

内容と整合性があるか確認を行う。

①認定調書に記載されている診断書ｺｰドと傷病ｺｰドの整合性があるかを確

認する。

②認定調書の｢事務連絡｣、「認定結果｣及び｢理由及び摘要｣欄を確認し､「診

断書ｺｰドj，｢差引率｣及び｢併合認定｣等に誤りがないかについても確認する。

(3)年金給付受付システムへの登録

’’ ロ年金給付受付システムに｢認定済(経過)｣を登録する。

5－2障害年金審査支援ツールへの登録

’ 口認定結果を障害年余毒蚕支援ツールへ入力する。
【参照】
障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ

ては､【給付指2016-67】
別添1参照

I
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口諸変更届と認定調書の突合及び総括表の件数を確認する。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

Ｆ
Ｈ
■

第電章
麓宿削げ麺算望・加給奉色釦加算,柵輸率臨鐵当届

【様糞229－1号1

L

332
障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額｡加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】
6決裁

｢ｰ＝－妄

6－1決裁

口認定結果の確認が終了した診断書について､認定件数を確認し､総括表

に上長の決裁を受ける。

口認定結果が3級以下となり不該当となった者は､中央年金センターにおい

て処分通知を作成し請求者あて送付を行うため､処分通知作成依頼の

連絡票も添付し回付を行う。

ロ
「－－

障害年金審査業務マニュアル
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第鐙章

嘩害拾億掴'再極。狙輸年麹■麺簿閣蛾亭麟睦望届

【樺痩豊豊園－1号】 ■

フ。中央年金センターヘの

回付



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開始事由該当届【様式229-1号】

7中央年金センターへの回付

7－1 中央年金センターへの回付

(1)回付準備

’口決裁が完了したものは､認定調書のデータ記入欄に傷病ｺｰド､診断書コ

ード､認定結果を朱書きで記入する。

(2)引継簿の作成

’’
口受付日、引継先課(室)･グループ､引継件数､引継理由、引継日、受領

日が明確となる引継簿を作成する。

(3)中央年金センターへの回付

口年金給付受付システムに｢回付中｣と登録し､中央年金センター支払Gへ

回付する。

－
ー

障害年金審査業務マニュアル
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第ﾌ章陣薑状態確認届第ﾌ章陣薑状態確認届

、
’
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一

‘

｜

目的

【要件】

次の障害給付の受給権者で､障害の程度の審査力泌要であると認めて厚生労働大臣が
指定した者は､指定日(誕生月の末日)までに､障害の現状に関する医師又は歯科医師の診
断書を機構に提出する。

（障害給付）

障害基礎年金､障害厚生年金及び障害共済年金(三共済･農林)(旧法による障害年
金を含む）

・障害の程度の審査が必要であるとして指定された受給権者には､誕生月の月初めに機構
本部より｢障害状態確認届｣が送付される。

.｢障害状態確認届｣は､現況届の様式と診断書の様式が一体化された様式となっている。
・診断書は､担当の医師に記入を求める｡(呼吸器疾患の場合等はﾚﾝﾄケﾝフイルムを添え
る）

【結果の通知】

①現に支給を受けている障害等級と同じ程度であると確認された場合は､支給が継続され
る。

②現に支給を受けている障害等級と異なる障害等級に該当する場合は､年金額が改定され
る。

・増額改定の場合→指定日の属する月の翌月から改定

・減額改定の場合→指定日の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月分から

改定

③障害の等級に該当しないと確認された場合は､指定日の翌日から起算して3カ月を経過し
た日の属する月分から年金額が支給停止される。

支給停止後､再び障害の状態に該当したときはいつでも｢支給停止事由消滅届｣を提出
することができる｡再び障害の状態に該当した日(支給停止事由が消滅した日)の翌月分か

ら支給停止が解除される。

④提出が遅れた場合は､年金の支払いが差し止めとなる。

＜注意＞

②の場合､厚生労働大臣の審査を受けた日(障害状態確認届の審査を受けた日)から起
算して､原則1年を経過した日後でなければ改定請求を行うことができない。

0V被害者

に対する

対応

障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣に指定された障害給付の受給権者が、

障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出するときの届出

DV被害者に対する対応については､統一マニュアル共通編｢配偶者・
被害者の秘密保持にかかる取扱い｣による対応が必要となること。

親族による暴力(DV） ’



ｰ＝’ 挫密性2完全性2可用性2業務品質管理部〕

一一 ■

■
337

提出

提出者

厩~鳫駕蘓露露驚壽芦卿震給権者一
｢嘉更芳蚕~｢悪日痔蓼ﾌ駅ﾌ蕾字軍一一一”
｢霊翻辰~犀至目ゐ末日 記
扉盲｢諏書(現況届の用紙と一体化している）

提出期限

提出方法

■

窓口持参／送付／電子申請
－

誕生日の末日

提出先

請求者(本人又は代理人）
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第丁葉

障害機懇確認届

第丁葉

障害機懇確認届

1．発送“受付1．発送“受付
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